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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年１０月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年３月２６日 １２時２０分ごろ 

発生場所 島根県浜田市浜田港西北西方沖 

 馬島灯台から真方位２９３°１３.０海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°５９.１０′ 東経１３１°４８.０３′） 

事故調査の経過  平成２７年４月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー 陽光
ようこう

丸、４９９トン 

１３５５４５、中村汽船株式会社 

６６.００ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年８月２６日 

Ｂ 漁船 第三海
かい

裕
ゆう

丸、１９トン 

   ＴＴ２－１７１１（漁船登録番号）、有限会社海裕漁業 

   １８.９０ｍ（Lr）×３.９２ｍ×１.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、７３６kＷ、昭和６３年１０月２２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７２歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成２年７月１２日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２１年７月１６日 

    免状有効期間満了日 平成２７年７月１１日 

  甲板長Ａ 男性 ６６歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４７年９月１４日 

    免 状 交 付 年 月 日  平成２５年７月４日 

    免状有効期間満了日 平成３０年８月１８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１１年５月２８日 

    免許証交付日 平成２３年１２月２８日 

           （平成２８年１２月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ 右舷船尾部外板に凹損を伴う擦過傷 

Ｂ 船首部に破口 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び甲板長Ａほか３人が乗り組み、甲板長Ａが単独

の船橋当直に当たり、自動操舵により約０５３°（真方位、以下同

じ。）の針路、約１１.７ノット（kn）の速力（対地速力、以下同

じ。）で浜田港西北西方沖を航行した。 

甲板長Ａは、６Ｍレンジに設定したレーダーをオフセンターとし、

船首方が約８Ｍ先まで映るようにして見張りを行っていたところ、 

右舷船首約３０°方向に西北西進する船舶のレーダー映像を認め、 

その後、目視でＢ船を確認した。 

甲板長Ａは、Ａ船がＢ船よりも速力が速く、Ａ船がＢ船の船首方を

通過できると思い、Ｂ船の動静を確認しながら航行していたところ、

Ｂ船の方位に変化がなく、Ｂ船が約１.５Ｍまで接近して来たので、

注意を喚起する意図で汽笛による短音を２～３回鳴らした後、同じ針

路及び速力で航行した。 

甲板長Ａは、Ｂ船が約０.５Ｍまで接近して来たので、汽笛で短音

を連続して鳴らし、Ｂ船がＡ船に気付いて避けてくれるだろうと思

い、そのまま航行を続けたが、Ｂ船が約１００ｍまで接近して来たこ

とから衝突すると思い、左舵約３０°を取った。 

Ａ船は、浜田港西北西方沖において、平成２７年３月２６日１２時

２０分ごろ、ほぼ同じ針路で、その右舷船尾部付近とＢ船の船首部と

が衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか２人が乗り組み、自動操舵により２９０°～３

００°の針路、約９.６kn の速力で浜田港西北西方沖を漁場に向けて

西北西進した。 

船長Ｂは、左舷船首方約５Ｍに北東進するＡ船を目視で認めたが、

Ａ船が、横切り関係で避航船に当たり、また、Ｂ船よりも速力が速い

のでＢ船の船首方を通過して行くものと思い、操舵室右舷下方に設置

されたＧＰＳプロッターを見ながら操業予定地点の選定を行っていた

ところ、突然、大きな音と衝撃がしてＡ船と衝突したことに気付い

た。 

Ａ船及びＢ船は、海上保安部の指示でしばらくの間その場に留
とど

まっ

たのち、両船とも自力で浜田港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 甲板長Ａは、Ａ船がＢ船との横切り関係において避航船の立場であ

ることを認識していた。 

Ｂ船は、操舵室のドアと窓を閉め切っており、操舵室でもエンジン
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音がしていた。 

船長Ｂは、Ｂ船が他のいか釣り船よりも遅れて出港したので、本 

事故発生直前、狭い操業海域での操業位置を決めようと、過去の操業

場所が記録されたＧＰＳプロッターの操作に没頭し、Ａ船の汽笛に 

気付いていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、浜田港西北西方沖を北東進中、単独の船橋当直に当たって

いた甲板長Ａが、Ｂ船の方位に変化が認められずに接近することを知

った際、汽笛を吹鳴したので、Ｂ船がＡ船に気付いて避けてくれるだ

ろうと思い、同じ針路及び速力で航行したことから、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、浜田港西北西方沖を西北西進中、船長Ｂが、Ａ船の速力が

速いのでＢ船の船首方を通過して行くものと思い、ＧＰＳプロッター

の操作に意識を集中して見張りを行っていなかったことから、Ａ船と

接近していることに気付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えら

れる。 

 船長Ｂは、操舵室のドアや窓を閉め切り、エンジン音のする状況下

であったことから、Ａ船の汽笛に気付かなかった可能性があると考え

られる。 

原因  本事故は、浜田港西北西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が西

北西進中、単独の船橋当直に当たっていた甲板長Ａが、右舷船首方に

Ｂ船を視認し、その後Ｂ船の方位に変化が認められずに接近すること

を知った際、汽笛を吹鳴したので、Ｂ船がＡ船に気付いて避けてくれ

るだろうと思い、同じ針路及び速力で航行し、また、船長Ｂが、Ａ船

の速力が速いのでＢ船の船首方を通過して行くものと思い、ＧＰＳプ

ロッターの操作に意識を集中して見張りを行っていなかったため、Ａ

船と接近していることに気付かずに航行し、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・常時適切な見張りを行い、衝突するおそれのある場合には、航法

に従って衝突を避けるための措置を適切に講じること。 
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写真１ Ａ船の損傷状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の損傷状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

損傷箇所（右舷船尾部付近） 


